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札幌市動物の愛護及び管理に関する条例の一部を改正する条例 

札幌市動物の愛護及び管理に関する条例（平成２８年条例第２２号）の一部

を次のように改正する。 

別表６の項中「2,100 円」を「2,300 円」に改め、同表７の項中「400 円」を

「450 円」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の別表６の項の規定は、施行日以後の申請に係る手数料について適

用し、施行日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。 

３ 施行日前に札幌市動物の愛護及び管理に関する条例第２１条第１項又は動

物の愛護及び管理に関する法律（昭和４８年法律第１０５号）第３６条第２

項の規定により収容した犬（同法第３５条第１項の規定により引き取ったも

のを除く。）を施行日以後に返還する場合における改正後の別表７の項の規定

の適用については、同項中「450 円に収容」とあるのは、「400 円に収容から

令和７年３月３１日までに要した日数を乗じて得た額と 450 円に同年４月１

日」とする。 

 

（理 由） 

犬又は猫の引取り等に係る手数料を現状の経常経費を踏まえた適正な額に改

定するため、本案を提出する。 


